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繰越繰越金金
４億６,３８３万６千円（５.０％４億６,３８３万６千円（５.０％））諸収諸収入入

２億９１５万円（２.３％２億９１５万円（２.３％））

財産収財産収入入
７,７６２万１千円（０.８％７,７６２万１千円（０.８％））

県支出県支出金金
３億２５４万３千円（３.３％３億２５４万３千円（３.３％））

国国庫庫支出支出金金
１６億７,０２３万９千円（１７.９％１６億７,０２３万９千円（１７.９％））

町町債債
１０億８０万円（１０.７％１０億８０万円（１０.７％））

そのその他他
１１億８,５５６万６千億８,５５６万６千円円（２.０％）（２.０％）

町税内町税内訳訳
固定資産税 ３１億４,１５９万　固定資産税 ３１億４,１５９万円円
町 民 税 ６億３,２８９万４千円　町　民　税 ６億３,２８９万４千円　
入 湯 税 １億５７７万２千　入　湯　税 １億５７７万２千円円
町たばこ税 ９,１９６万５千　町たばこ税 ９,１９６万５千円円
軽自動車税 １,８２５万２千　軽自動車税 １,８２５万２千円円
都市計画税 ３０万７千　都市計画税 ３０万７千円円
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そのその他他　
１１１１億９,２９４万５千億９,２９４万５千円円（１２.８％）（１２.８％）

町町税税
３９３９億億９,０７９,０７７７万９千円万９千円
（４２.８％（４２.８％））

９月定例議会において平成２５年度決算が認定されましたので、お知らせいたします。

　平成２５年度の一般会計決算額は、歳入が９３億１,８４５万４千円、歳出が８４億８,２８３
万３千円となりました。統合文教施設整備や町有地の土壌汚染対策など大型事業の
実施により、歳入歳出とも平成２４年度を大幅に上回りました。
　歳入歳出差引額は８億３,５６２万１千円で、ここから平成２６年度に繰越した、使途
の決まっている額（平成２５年度中に事業が終わらず、平成２６年度に繰越したもの）
を除いた実質収支（純繰越額）は、２億１,３８８万５千円の黒字となりました。

���������

実質収支
�－�

翌年度に繰り
越すべきお金�

収支�
（歳入－歳出）

歳出歳入年度

３億１,１３７万１千円１億４,４４３万６千円４億５,５８０万７千円６６億３,８３５万４千円７０億９,４１６万１千円平成２３年度

２億８,７２１万１千円１億７,６６２万５千円４億６,３８３万６千円５８億２,８６５万１千円６２億９,２４８万７千円平成２４年度

２億１,３８８万５千円６億２,１７３万６千円８億３,５６２万１千円８４億８,２８３万３千円９３億１,８４５万４千円平成２５年度

平成２５年度
決算の概要

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳 入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入
地方交付地方交付税税
２億２,４９７万４千円（２.４％２億２,４９７万４千円（２.４％））

　平成２５年度の歳入は、統合文教施設事業が本格化したことに

より、建設に伴う国庫補助金、学校施設整備基金からの繰入金、

町債の借入が大幅に増加しています。

　歳入の中で最も大きな割合を占めているのは、皆さんが納め

ている町税です。町民、マンションオーナー、企業等から納めて

いただいているもので、平成２５年度の町税の決算額は、３９億９

千万円でした。

文教施設整備事業に伴い大幅に増加

　湯沢町は平成２４年度に、３４年ぶりに

普通交付税の交付団体となりました。

　平成２５年度も単年度の財政力指数が

１を下回ったため交付団体となってお

り、普通交付税、特別交付税を合わせて

２億２,４９７万４千円が国から交付されて

います。

地方交付税
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人件人件費費（１１.６％（１１.６％））
９億８,１８１万４千９億８,１８１万４千円円
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扶助扶助費費
３億５,０５２万４千３億５,０５２万４千円円
（４.１％（４.１％））

公債公債費費
１億７１２万１千１億７１２万１千円円
（１.３％（１.３％））

普通建設事業普通建設事業費費
３０億６,５７６万３千３０億６,５７６万３千円円
（３６.２％（３６.２％））補助費補助費等等

１０億５,８８６万３千１０億５,８８６万３千円円
（１２.５％（１２.５％））

繰出繰出金金
９億２,０１０万８千９億２,０１０万８千円円
（１０.８％（１０.８％））

物件物件費費
１３億４,００７万５千１３億４,００７万５千円円
（１５.８％（１５.８％））

維持補修維持補修費費
３億８,６７４万９千３億８,６７４万９千円円（４.６％）（４.６％）

積立積立金金
１億１,９７８万５千１億１,９７８万５千円円（１.４％）（１.４％）

投資出資貸付金
８,７７４万８,７７４万４４千円（１.０％）
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総務総務費費
２１億４,８６４万９千２１億４,８６４万９千円円
（２５.３％（２５.３％））

民生民生費費
８億３,１９４万９千８億３,１９４万９千円円
（９.８％（９.８％））

衛生衛生費費
６億３,１４６万９千６億３,１４６万９千円円
（７.４％（７.４％））

教育教育費費
２４億４,９３０万８千２４億４,９３０万８千円円
（２８.９％（２８.９％））

消防費消防費　
３億７,７０２万１千３億７,７０２万１千円円
（４.４％（４.４％））

商工商工費費
２億２億５５,２０７万９千,２０７万９千円円（３.０％）（３.０％）

公債費　
９,２１２万１千円（１.１％）

土木土木費費
１４億８,９６４万４千１４億８,９６４万４千円円
（１７.６％（１７.６％））

農林水産業費
８,１２４万３千円（１.０％）

その他内その他内訳訳
議会費 ６,２０２万３千円（０.７％）　議会費　６,２０２万３千円（０.７％）　　諸支出金諸支出金００円（０円（０.００.０％）％）
労働　労働費費　１,１,３８０万１千円（０.１％）３８０万１千円（０.１％）　　予備費予備費    ００円（０円（０.００.０％）％）
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　歳出を性質別に分類すると

右の円グラフのようになって

おり、文教施設整備事業によ

り普通建設事業費が大幅に増

加しています。

　人件費、扶助費、公債費は

「義務的経費」に、普通建設事業

費と災害復旧費は「投資的経

費」に分類されます。

　義務的経費の人件費、公債

費、扶助費は任意に削減する

ことができない硬直的な経費

です。今後は、文教施設整備の

ための町債の償還により公債

費が増加していく見込みです。

性質別に見ると
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災害復旧事業災害復旧事業費費
６,１９９万８千６,１９９万８千円円（０.７％）（０.７％）

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳 出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出

災害復旧費
６,３５２万６千円（０.７％）

　平成２５年度の歳出を目的別に比較すると

教育費、総務費、土木費の割合が大きくなっ

ています。総務費には職員の人件費が一括

で計上されています。土木費は、道路や都市

計画施設、公営住宅の維持管理や新設改良、

除排雪経費、下水道会計への操出金などで

す。また、文教施設整備事業により、教育費

は前年のおよそ５倍に増加し、全体でも最も

大きな割合となりました。

目的別では教育費が大幅に増加
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標標準的に収入が見込まれる一般財源の総額（町税、地方贈与税、普通交付税、準的に収入が見込まれる一般財源の総額（町税、地方贈与税、普通交付税、臨臨

時財政対策債、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金等の収入見込みの合時財政対策債、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金等の収入見込みの合計計

額）。町税収入等の減少があったものの、普通交付税、臨時財政対策債の増により額）。町税収入等の減少があったものの、普通交付税、臨時財政対策債の増により前前

年度と比較して１,５９１万７千円の増となりました年度と比較して１,５９１万７千円の増となりました。。
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財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指標で、基準財政収入額を基準財政需

要額で除して得た数値の過去３か年の平均値をいいます。財政力指数が高いほど自主財

源の割合が高く、財政力のある団体だということになり、単年度で１を超える団体は普

通交付税の交付を受けません。湯沢町の平成２５年度の財政力指数は過去３ヶ年の平均で

１.０３３となりましたが、単年度では０.９９６となったため、昨年に引き続き普通交付税の交

付団体となっています。
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経常的に支出する経費に、経常的に収入が見込まれる歳入（町税、地方交付税、地方贈与税等）

を充当していくと、通常は残余が生じます。この残余が大きいほど臨時の財政需要に対応するた

めのゆとりがあることになります。町村の経常収支比率は７０％程度が妥当であり、残り３０％の経

常一般財源を臨時の財政需要に充てられるような財政構造が理想的だとされています。

平成２５年度の経常収支比率は８６.７％となりました。今後も町税収入の減少が見込まれる一方、

起債の償還等による経常経費の増加要因もあります。臨時の財政需要にも柔軟に対応できるよう、

事業の見直しを行うなど経常経費の削減に努めていく必要があります。
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全全国どこの自治体も一定水準の行政サービスを提供できるよう、財源が不足する国どこの自治体も一定水準の行政サービスを提供できるよう、財源が不足する団団

体に対しては、不足分をもとに算定された地方交付税が国から交付されます。普通体に対しては、不足分をもとに算定された地方交付税が国から交付されます。普通交交

付税の額は、基準財政収入額と基準財政需要額の差額（財源不足額）をもとに国が算付税の額は、基準財政収入額と基準財政需要額の差額（財源不足額）をもとに国が算出出

しますします。。

湯沢町は昭和５４年度以降、財政力指数が１を超えたため普通交付税の不交付団体湯沢町は昭和５４年度以降、財政力指数が１を超えたため普通交付税の不交付団体とと

なっていましたが、平成２４年度に３４年ぶりに交付団体となりました。平成２５年度なっていましたが、平成２４年度に３４年ぶりに交付団体となりました。平成２５年度もも

単年度の財政力指数が０.９９６で財源不足団体となり普通交付税が交付されていますが単年度の財政力指数が０.９９６で財源不足団体となり普通交付税が交付されていますが、、

普通交付税に頼らない自主財源の確保が、今後の大きな課題であるといえます普通交付税に頼らない自主財源の確保が、今後の大きな課題であるといえます。。
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では公営企業の経営に関しても、
健全性を示す指標として「資金不足比率」を算定し公表することと定めています。
　この比率が経営健全化基準 (２０％ ) 以上になると、経営改善に取り組むための
経営健全化計画の策定が義務づけられます。
　湯沢町では右の３会
計が対象となりますが、
全ての会計で資金不足
が無いため、比率はマ
イナスとなり、「－」で
表示しています。
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自治体の財政破綻を未然に防ぐとともに、財政が悪化した自治体に対して早期に財政の健全化を促すことを目的
として、平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。各自治体はこの法律に基
づき、財政の健全性を示す４つの指標を算定し、監査委員の監査を経て議会に報告するとともに、町民に公表するこ
とが義務づけられました。

　４つの指標とは、①実質赤字比率　②連結実質赤字比率　③実質公債費比率　④将来負担比率　です。

この４つの指標のいずれかが早期健全化基準以上になると「財政健全化計画」を、将来負担比率を除く３つの指標
のうちどれかひとつでも財政再生基準以上になると「財政再生計画」の策定が義務づけられます。

基準値
湯沢町健全化判断比率

財政再生基準早期健全化基準

２ ５ ％１ ５ ％ー
（ー）実質赤字比率

３ ０ ％２ ０ ％ー
（ー）連結赤字比率

３ ５ ％２ ５ ％３.６％
（３.８）実質公債費比率

ー３ ５ ０ ％ー
（ー）将来負担比率

（　）内の数値は平成２ ４年度

　湯沢町は４つすべての指標で

基準を大幅に下回っているため、

健全状態を維持しているといえ

ます。しかし、今後、文教施設整備

のための起債の償還が始まるこ

とや、学校施設整備基金を全額使

い切ることから、数値が上昇して

いくことが見込まれています。そ

のため、今後も財政の健全性の維

持を念頭においた財政運営が重

要となります。

重要な
ポイント
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行政運営の基本となる一般会計の

赤字の程度を指標化し、財政運営の悪

化の度合いを示します。

湯沢町の実質収支は２億１,３８８万　

５千円の黒字であるため数値は表示

されません。
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全ての会計の赤字や黒字を合算し、

赤字の程度を指標化することで、自治

体全体の財政運営の悪化の度合いを

示します。

湯沢町の７つの会計すべての合計

で黒字であるため数値は表示されま

せん。（それぞれの会計を見ても赤字

の会計はありません。）

�
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借入金の返済など、自治体が抱える

債務が、どれだけ財政を圧迫している

かを示す指標です。

湯沢町では早期健全化基準である

２５.０%を大幅に下回り、前年度と比較

しても０.２ポイントの減となりました。

借入金返済のため、下水道特別会計へ

の繰出金が増となりましたが、普通交

付税などの増額により標準財政規模

も増となったため、数値に大きな変化

はありませんでした。

�④������
　
借入金の返済や、将来支払う可能性
のある負担金など現時点での債務残
高が、将来財政を圧迫する可能性の度
合いを示します。
平成２５年度は、地方債の現在高が
増加しました。また、基金残高の減少
により将来負担に充当可能な財源も
減となりましたが、昨年と同様に数値
は表示されませんでした。

経営健全化
基準

資金不足
比率

会計名

２ ０ ％

ー水道事業会計

ー病院事業会計

ー下水道特別会計
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財産目録
土地　　　　８,１５４㎡

庁舎
建物　　　延３,９５２㎡
土地　　　　８,７４２㎡

保育園及び福祉施設
建物　　　延４,６２９㎡
土地　　　１４９,０１８㎡

教育及び文化施設
建物　　　１３４,０００㎡
土地　　　５９４,７６１㎡

その他の公共用施設
建物　　　１３０,１４３㎡
土地　　４,７４９,６１９㎡

山林、その他 立木　　　４５２,１６７㎡
建物　　　延２,３４２㎡

８８台庁用自動車（除雪車含む）
５,６３２万６千円有価証券（株式）
５,６７７万４千円出資による権利

２億２６０万２千円債権（奨学貸付金）

平成２５年度末　基金残高

１６億１００万２千円財政調整基金

一
般
会
計

７,４０８万４千円減債基金

５億６,６４６万４千円学校施設整備基金

１億１０７万５千円美術館建設基金

１億円ふるさと基金

２,０６６万４千円公共事業基金

９７９万４千円湯沢こころのふるさと基金

５,７１６万４千円国民健康保険支払準備基金

１億６,６４８万５千円下水道施設改修基金

８,９７０万６千円介護給付費準備基金

��������������������	
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　基金の中では、財政調整基金の残高が最も多くなっ

ています。平成２５年度は、財政調整基金から６億３,３７６

万９千円を、学校施設整備基金からは４億６,３２４万２

千円の繰入れを行いました。

町債とは反対に、町の貯金のことを基金といいます。

基金には財政調整基金のように緊急の財政需要や災

害等でやむをえない経費に充てるものと、学校施設整

備基金のように特定の目的を達成するために積み立

てるものがあります。

合計病院事業会計水道事業会計下水道特別会計一般会計町債残高

８６億８,５２１万５千円２億３,６３８万６千円１２億５,０３８万８千円５７億５,２６４万１千円１４億４,５８０万円H２４年度末残高
６億５,５７６万６千円１,１００万３千円１億４３７万７千円４億６,４５１万円７,５８７万５千円元金

H２５年度
返済額

２億６,００２万９千円５１４万円４,９２２万６千円１億８,９４１万７千円１,６２４万６千円利子
９億１,５７９万５千円１,６１４万４千円１億５,３６０万３千円６億５,３９２万７千円９,２１２万１千円計
１１億２,２５０万円００１億２,１７０万円１０億８０万円H２５年度借入額
９１億５,１９５万円２億２,５３８万３千円１１億４,６０１万１千円５４億９８３万１千円２３億７,０７２万５千円H２５年度末残高

  住民一人あたりの残高（H２６．３．３１現在　人口８,２８９人　９１億５,１９５万円÷８,２８９≒１１０万４千円（昨年１０４万６千円）
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一般会計における町債残高は増加傾向にあり、平成２５

年度にも統合文教施設整備事業のため８億２,８８０万円の

借入を行いました。また、下水道特別会計については、過

去のインフラ整備にかかる償還がすすんでいるものの、

既存の浄化センターの改修や三俣地区の下水道整備のた

めの借入れを行っているため、残高が５４億９８３万１千円

と多額となっています。

　一時的に多額の費用を必要とする大規模な建設事業

では、その財源を確保するために、「その施設等を利用

するであろう次の世代の人にも負担してもらう（後年

度負担）」という側面から町債の借入れを行っています。

　これにより財政負担の平準化を図ることができます

が、無計画な借金は後々の負担が大きくなり、行政運営

を圧迫することに繋がってしまいます。

� 	 
 ���� ����������
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一般会計繰出額歳出決算額歳入決算額特別会計名

８,２４５万７千円１０億８,４４１万７千円１１億２,４５０万４千円国民健康保険特別会計

３,０６９万６千円９,５１３万６千円９,５２２万２千円後期高齢者医療特別会計

１億２,９３２万円７億７,１０２万２千円７億８,９６１万７千円介護保険特別会計

５億９,３５８万４千円１１億８,６０５万９千円１２億２,９２０万１千円下水道特別会計

　町で特定の事業を行うための会計区分を特別会計としてい
ます。町では４つの特別会計と２つの企業会計を設置し、それ
ぞれの運営にあたっています。
　特別会計は独立採算が原則ですが、一定のサービスを維持
するために必要な経費を一般会計から支出しています。
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純利益一般会計補助額事業費用合計事業収益合計企業会計名

３１万７千円１,４８７万８千円３億４,４８２万３千円３億４,４５０万５千円水道事業会計

△４,７８４万５千円１億４,８９９万６千円１億９,７２２万５千円１億４,９３８万円病院事業会計

◎病院事業は指定管理者制度における利用料金制での運営であることから、全ての収入が指定管理者に
直接収受されます。併せて現金支出を伴わない経費（減価償却費、繰延勘定償却費等）が多額であるため、
損益計算上は毎年損失を生じることになります。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度ににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ平成２５年度に行われたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主ななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業主な事業

　統合文教施設整備
　　平成２５年度中に小中教室棟が完成し、平成２６年４月から
　　新校舎での小中一貫教育がスタートしました。

　三俣地域振興対策
　　三俣地域の振興対策として、道の駅の整備や修景のための
　　補助事業を行っています。平成２５年１１月には、「道の駅
　　みつまた」が完成し営業を開始しました。

　町有地土壌汚染対策
　　土壌汚染が指摘されていたため遊休町有地となっていた
　　ノリタ光学跡地について、有効活用を図れるよう、土壌
　　汚染対策工事を行いました。

　ドクターヘリ冬期離着陸場確保
　　新潟県内でもドクターヘリの本格的な運航が始まった
　　ことを受け、冬期間の離着陸場を確保するため、ゲート
　　ボール場の駐車場に消雪パイプを整備しました。

平成２６年４月より開校した
統合文教施設「湯沢学園」

平成２５年１１月にオープンした
「道の駅みつまた」
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比　率歳出総額

１１.９％
８４億８,０５４万４千円
うち人件費
１０億９００万４千円

※１人当たり給与費　５２４万２千円
　（退職手当除く）　

���������	
��※（平成２５年４月１日現在）

平均年齢平均給与月額平均給料月額区　分

４３.３歳
４２.８歳
４２.８歳

　　３３５,９６２円
　３３８,４２８円
　３６１,５５３円

３０９,２００円
３１２,３９６円
　３３４,１６１円

湯沢町
類似団体
新潟県

一般行政職

５２.５歳
４９.３歳
５０.２歳

　３０９,０４０円
　２８２,２２９円

　　３８０,７１６円

３００,１００円
２７１,３０９円
３５６,１２６円

湯沢町
類似団体
新潟県

技能労務職

※給与とは給料と各種手当の合算（時間外勤務手当等除く）です
※類似団体とは人口規模や産業構造が湯沢町と類似する団体です

��������
対前年
増減数

職員数
Ｈ２５Ｈ２４

０
－２
１
－１
０
－１
０
－１

２
２７
１４
３９
１１
６
４
８

２
２９
１３
４０
１１
７
４
９

議会
総務
税務
民生
衛生
農林水産
商工
土木

一
般
行
政
部
門

普
通
会
計
部
門

－４１１１１１５計
－２１３１５教育部門
０００消防部門
－６１２４１３０小　計

部門
区分
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���（各年４月１日現在）

100

95

90

85
湯沢町 類似団体平均 全国町村平均

Ｈ２０ Ｈ２５

８９.５
９８.９

９３.０
９４.２

１０３.２

��������
過去５年間の
増減数（率）

Ｈ２５Ｈ２４Ｈ２３Ｈ２２Ｈ２１Ｈ２０

-１０ （-８.３％）１１１１１５１１４１１７１２２１２１一般行政
-１３（-５０.０％）１３１５１６１９１７２６教　育
-２３（-１５.６％）１２４１３０１３０１３６１３９１４７普通会計
１（＋７.１％）１５１６１６１６１５１４公営企業等会計
-２２（-１３.７％）１３９１４６１４６１５２１５４１６１合　計

※各年度における定員管理調査において報告した部門別職員数です
※平成２６年４月１日の職員数合計は１３８名です。(教育長を除いた一般職に属する職員数 )

対前年
増減数

職員数
Ｈ２５Ｈ２４

０
０
－１

４
５
６

４
５
７

水　道
下水道
その他

公
営
企
業
等

会
計
部
門

－１１５１６小　計
－７１３９１４６合　計

※職員数は教育長を除いた一般職に属する職員数です ※その他は国民健康保険、介護保険、病院が含まれます

部門
区分

部門
年度

� 	 
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新潟県湯沢町区　分
１７８,８００円１７２,２００円大学卒一 般

行政職 １４４,５００円１４０,１００円高校卒

※学校卒業後すぐに採用された場合の月額です

１０２.３

105 ※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水
準を１００とした場合の地方公務員の給与水準
を示す指数です。（平成２５年は、国家公務員の
給与改定特例法により減額措置があったため
指数が上がっています）

※類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似
している団体のラスパイレス指数を単純平均
したものです。
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内　容区　分

�配偶者　　　　　　　　　　 １３,０００円
�配偶者以外の扶養親族 １人につき ６,５００円

（配偶者がいない場合の１人目は１１,０００円）
扶養手当

�借家・借間
　月額１２,０００円を超える家賃を支払って
　いる場合、家賃に応じて  最高２７,０００円

住居手当

�電車・バス利用者         最高５５,０００円
�自動車等利用者　 ２,０００円～２４,５００円

通勤手当

�６月期　  期末手当　１.２２５月分　
　　　　　 勤勉手当　０.６４５月分
�１２月期　期末手当　１.３７５月分　
　　　　　 勤勉手当　０.６４５月分

《その他の加算措置》
職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　　　　　　　　　　　　　５～１５％
�一人当たり平均支給額　１２４万７千円

期末勤勉手当
（支給割合）

※扶養手当・住居手当・通勤手当は月額です
※勤勉手当には勤務成績評価の結果が反映されます
　評価結果に応じて支給割合は異なります
　（０.８３５月分～０.５３５月分の範囲。良好の場合は０.６４５月分）

実績（普通会計決算）区　分

１,６３７万２千円支給実績
Ｈ２４

時間外
勤務手当

１２万６千円１人当たり年平均

１,５２５万１千円支給実績
Ｈ２５

１２万３千円１人当たり年平均

内　容区　分

一般職
�勤続２０年
　自己都合　　２３.０３月分　
　 勧奨・定年　２８.７８７５月分
�勤続２５年
　自己都合　　３２.８３月分　
　 勧奨・定年　３８.９５５月分
�勤続３５年
　自己都合　　４６.５５月分　
　 勧奨・定年　５５.８６月分
�最高限度額
　自己都合　　５５.８６月分　
　 勧奨・定年　５５.８６月分
�１人当たり平均支給額
　勧奨・定年　１,６１４万６千円

《その他の加算措置》
定年前早期退職特例措置　　
　　　　　　　　　　２～２０％加算

退職手当

特別職
�町長　　給与月額×在職月数×４４％
�副町長　給与月額×在職月数×２６％
�教育長　給与月額×在職月数×２０％

※１人当たり平均支給額は、平成２５年度に退職した職
員に支給された手当の平均額です

����������	�
平成２５年４月１日現在平成２６年４月１日現在区　分

類似団体平均全国町村平均県内町村平均湯沢町湯沢町＜報酬等月額＞

７２３,０００円７３０,０００円７１６,４００円７２３,０００円７２３,０００円町　長

給料 ５９２,０００円６００,０００円５７０,０００円５９５,０００円５９５,０００円副町長

５４１,０００円５４６,０００円４９０,０００円５２２,０００円５２２,０００円教育長

２８６,０００円２８９,０００円２６４,０００円２８８,０００円２８８,０００円議　長

報酬 ２３４,０００円２３４,０００円２０４,０００円２３６,０００円２３６,０００円副議長

２１３,０００円２１２,０００円１８５,０００円２１３,０００円２１３,０００円議　員

  ６月期　１.４０月
１２月期　１.５０月

＜期末手当＞
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処分内容処分理由人数区分
休職長期療養３人分限処分
ーー０人懲戒処分

※分限処分とは主に、職員が勤務を十分に果たせ
ない時などに行われる処分です
※懲戒処分とは、職員が法令などに違反したとき、
その道義的責任を追及して行う処分です


